
船舶事故調査報告書 

平成２９年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２９年６月２６日 ０１時３０分ごろ 

発生場所 新潟県新潟港外港 

新潟港西区第２西防波堤灯台付近 

 （概位 北緯３７°５８.５′ 東経１３９°０４.６′） 

事故の概要  漁船第五龍
りゅう

鳳
ほう

丸は、航行中、防波堤に衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年９月１３日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故後に死亡したため、行

わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第五龍鳳丸、１４トン 

ＡＭ２－７０１４、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 船首部の圧壊等 

防波堤 不明 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 １ 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、新潟県佐渡島北方の漁場でいか

一本釣り漁の操業を行った後、船長が単独で操船に当たり、新潟港西

区に向け、約８ノットの対地速力で自動操舵により帰航を開始した。 

本船は、船長が、新潟港西区に近づいたので、操舵を手動に切り替

えて減速しようとしたところ、その操作が遅れ、第２西防波堤の北端

付近に衝突した。 

分析 

 

 本船は、新潟港西区に向けて航行中、船長が、操舵を手動に切り替

えて減速しようとしたところ、その操作が遅れ、第２西防波堤に衝突

したものと考えられる。 

 船長は、本事故後に死亡したことから、操作が遅れた状況を明らか

にすることはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が、新潟港西区に向けて航行中、船長が、操

舵を手動に切り替えて減速しようとしたところ、その操作が遅れ、第

２西防波堤に衝突したものと考えられる。 

 


